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は じ め に

難民認定手続案内（第１版）は、我が国の難民の地位に関する条約等への加入に伴い、

難民認定手続を整備するため、１９８１年に一部改正された出入国管理及び難民認定法

を基に編集したものです。

その後、２００４年６月２日に公布された、仮滞在許可制度及び難民審査参与員制度

の創設を内容とする「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」の内容を基に、

加筆・修正を加えて第２版を発行、一時庇護手続について記載した第３版を発行、２０

０９年７月１５日に公布された、新たな在留管理制度の導入を内容とする「出入国管理

及び難民認定法の一部を改正する法律」の内容を基に加筆・修正を加えた第４版を発行、

２０１６年４月１日に施行された、不服申立ての手続を審査請求に一元化することなど

を内容とする行政不服審査法の全部改正を受けて第５版を発行してまいりました。、

今般、２０１８年１２月１４日に公布された、出入国在留管理庁の設置等を内容とす

る、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」及び２０２３

年６月１６日に公布された、補完的保護対象者認定制度の創設等を内容とする、「出入国

管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理の特例法の一部を改正する法律」の内容を基に加筆・修正を加えた第６版を発行

するものです。

２０２４年１２月

出入国在留管理庁
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第１ 日本の難民認定制度及び補完的保護対象者認定制度の概要

難民の地位に関する条約（以下「難民条約」という。）及び難民の地位に関する議定書

（以下「議定書」という。）が１９８２年に我が国について発効したことに伴い、難民条

約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。この制

度では、難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定

を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができ

ます。

本案内でいう「難民」とは、難民条約第１条又は議定書第１条の規定により定義され

る難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又

は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有

するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか

又はそれを望まない者とされています。

難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手

続です。

一方で、近年、紛争避難民のように、難民条約上の難民には該当しないものの、難民

と同様に保護を必要とする外国人が増加していることを受け、２０２３年１２月１日、

補完的保護対象者認定制度が開始されました。この制度では、本邦にある外国人は、難

民認定申請又は補完的保護対象者認定申請を行い、法務大臣から補完的保護対象者であ

るとの認定を受けることができます（難民認定申請をした外国人について、難民の認定

をしない処分がされる場合に、当該外国人が補完的保護対象者に該当すると認められる

ときは、補完的保護対象者として認定されます。）。

本案内でいう「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民

条約上の要件のうち、「迫害を受けるおそれがある理由が、人種、宗教、国籍、特定の社

会的集団の構成員であること又は政治的意見であること」以外の要件を満たす者とされ

ています。

なお、本案内において、難民と補完的保護対象者を合わせて「難民等」といい、難民

認定手続と補完的保護対象者認定手続を合わせて「難民等認定手続」といいます。
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第２ 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた外国人が享受でき

る利益

難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた外国人は、次のような利益を受ける

ことができます。

１ 永住許可要件の一部緩和

日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、

① 素行が善良であること

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

の２つの要件を満たし、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認められなけ

ればならないとされています。

しかし、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けて在留する外国人は、この

うち②の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受ける

ことができます。

２ 難民旅行証明書の交付（難民の認定を受けた外国人に限ります。）

難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交

付を受けることができます。難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載

されている有効期間内であれば、原則として何度でも日本から出国し、日本に再入国

することができます（申請手続等については、本案内第５を参照。）。

なお、補完的保護対象者の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、

難民旅行証明書の交付は受けられないものの、再入国許可書の交付を受けることがで

きます。



- 3 -

第３ 難民等認定手続

１ 申請手続

（１）申請期間

難民等認定申請の期間について制限する規定はありません。

（２）申請窓口

難民等認定申請は、申請者の住居地（住居地がないときは宿泊先等の所在地。以

下「住居地等」といいます。）を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で

行うことができます。

申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし、申請者が１６歳未

満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、

子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。

地方出入国在留管理局・支局における窓口については、本案内の最終ページを参

照してください。

（３）申請に必要な書類

申請には、次の書類が必要です。なお、怪我や身体の障害などの特段の事情があ

るため難民・補完的保護対象者認定申請書の記載ができない外国人は、申請書に代

えて申請書に記載すべき事項を入国審査官又は難民調査官に陳述してもよいことに

なっています。

① 提出書類

ア 難民・補完的保護対象者認定申請書（入管庁のホームページに掲載されてい

るほか、窓口でも配布しています。） １通

※ 過去に難民等の認定をしない処分を受けたことがある外国人は再申請用の

申請書を提出する必要がありますので、御留意ください。

イ 申請者が難民又は補完的保護対象者であることを証明する資料（難民又は補

完的保護対象者であることを主張する陳述書を含む。） １通

ウ 写真（以下の要件を満たし、裏面に氏名が記載されているもの。） １葉

（ただし、在留資格未取得外国人については、２葉）

【要件】

（ア）申請者本人のみが撮影されたものであること

（イ）写真の寸法

縁を除いた部分の寸法が、下記の寸法を満たしたものであること（顔の寸

法は、頭頂部（髪を含む。）からあご先まで）
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（ウ）無帽で正面を向いたものであること(宗教上又は医療上の理由により本要件

を満たす写真を提出することができない特段の事情がある場合、当該事情に

係る陳述書（任意様式）を提出してください。）

（エ）背景（影を含む。）がないものであること

（オ）鮮明であること（写真の焦点が合っているもの、しみ、汚れ、穴等がなく、

顔写真に影がないもの、衣服や頭髪等により目、鼻、口等が隠れていないも

の、背景がないもの等。出入国在留管理庁ホームページに掲載している申請

用写真の見本・事例集を参照してください。）

（カ）提出の日前６か月以内に撮影されたものであること（入院中のため写真を

撮影することができないなど、６か月以内に撮影した写真を提出できないこ

とについてやむを得ない理由がある場合には、可能な限り新しい写真を提出

してください。）

エ 旅券又は在留資格証明書を提示できない者にあっては、その理由を記載した

書類 １通

② 提示書類

ア 中長期在留者にあっては、旅券及び在留カード

イ 特別永住者にあっては、旅券及び特別永住者証明書

ウ 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあっては、旅券又は在留資格証明書

（監理措置中の者にあっては、監理措置決定通知書）

（仮放免中の者にあっては、仮放免許可書）

エ 仮上陸の許可、船舶観光上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭

難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けている者にあって

は、当該許可書

（４）難民等であることの立証

難民等の認定は、申請者から提出された資料や申請者の供述等に基づいて行われ

ます。したがって、申請者は、難民等であることについて自ら立証することが求め

られます。なお、資料（陳述書を含む。）が外国語で作成されているときは、その資

料の訳文を添付してください。

申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には、難民調査官が

公務所等に照会するなどして、申請者の申し立てる事実の有無について調査し、難

民等の認定が適正に行われるように努めます。

２ 仮滞在の許可

不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民等認定申請があったときは、その者

の法的地位の安定を図るため、当該外国人が本邦に上陸した日（本邦にある間に難民

等となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日）から６か月以内に難民等

認定申請を行ったものであること、迫害を受けるおそれのあった領域から直接本邦に

入ったものであることなどの一定の要件を満たす場合には、仮に本邦に滞在すること

を許可し、その間は退去強制手続が停止されます。

なお、仮滞在許可の判断は、難民等認定申請者から提出のあった難民・補完的保護
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対象者認定申請書等の書類により行いますので、別途、仮滞在許可のための申請は必

要ありません。

（１）仮滞在許可による滞在

仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され、仮滞在期間の経過等に

より当該許可が終了するまでの間は、適法に本邦に滞在することができます。

（２）仮滞在許可書

法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。

許可を受けている間は、この許可書を常に携帯する必要があります。

（３）仮滞在期間及び同期間の延長

仮滞在期間は、原則として６月です。

仮滞在期間の更新申請は、許可期限の１０日前から、申請者の住居地等を管轄す

る地方出入国在留管理局、支局及び出張所で受け付けています。また、申請書は、

入管庁のホームページに掲載されているほか、各地方出入国在留管理局、支局及び

出張所の窓口で配布しています。

地方出入国在留管理局・支局における窓口については、本案内の最終ページを参

照してください。

（４）仮滞在許可の条件

仮滞在許可を受けた者は、住居や行動範囲が制限されるほか、難民調査官から出

頭の要請があった場合には、指定された日時、場所に出頭して、難民等認定手続へ

協力する義務が課されるなど、種々の条件が付されます。

（５）報酬を受ける活動の許可

仮滞在の許可を受けた者が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける

活動について、相当と認められるときには許可される場合があります。

① 申請期間

仮滞在許可を受けた日から当該許可の満了日までの間

② 申請窓口

申請者の住居地等を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うこ

とができます。

③ 申請に必要な書類

ア 報酬を受ける活動許可申請書（入管庁のホームページに掲載されているほか、

窓口でも配布しています。） １通

イ 労働基準法第１５条第１項及び同法施行規則第５条に基づき、労働者に交付

される労働条件を明示する文書

ウ 就業予定機関について、本邦内に本店又は事業所等があることを疎明する資

料（パンフレット、登記事項証明書など）

エ 就業予定機関の直近３ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

の写し

オ 申請者の収入又は資産を疎明する資料

カ 同居者等の収入又は資産を疎明する資料（申請者と生計を一にする同居者等

がいる場合）
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キ 住居の賃貸借契約書の写し（賃貸借契約を締結している場合）

ク 各種団体や個人からの金銭援助を受けていること及び援助の内容を疎明する

資料（各種団体や個人からの金銭援助を受けている場合）

ケ 写真（写真の規格については、前記１（３）の写真の要件を参照してくださ

い。）

④ 報酬を受ける活動の状況に関する届出

報酬を受ける活動の許可を受けた者は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又

は直近の届出の日から６月を超えない範囲で、住居地等を管轄する地方出入国在

留管理局、支局及び出張所に出頭し、「報酬を受ける活動の状況に関する届出書」

（入管庁ホームページに掲載されているほか、窓口でも配布しています。）を提出

しなければなりません。

（６）仮滞在の許可の取消し

仮滞在の許可を受けた者がその付された条件に違反した場合、許可なく報酬を

受ける活動を行った場合、不正に難民等認定を受ける目的で偽変造された資料を

提出した場合、虚偽の陳述をした場合等には仮滞在の許可が取り消されることが

あります。

３ 難民認定証明書等の交付

法務大臣が難民であると認定した外国人には、難民認定証明書が交付され、補完的

保護対象者であると認定した外国人には、補完的保護対象者認定証明書が交付されま

す。

難民認定申請を行った者が難民として認定されなかった場合でも、補完的保護対象

者として認定された場合には、補完的保護対象者認定証明書が交付されます。

難民等としての各種の保護措置を受ける際に、難民等であることの証明を求められ

た場合には、これらの証明書を提示してください。

４ 在留資格に係る許可

難民等として認定された外国人が在留資格未取得外国人であるときは、一定の退去

強制事由に該当せず、かつ、一定の刑罰法令違反により懲役等に処されたことがない

ときなど、一定の要件を満たした場合には、定住者の在留資格が一律に付与されます。

これにより、３月を超える在留期間となった外国人には在留カードが交付されます。
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第４ 審査請求

１ 審査請求手続

（１）審査請求人

難民等認定申請をしたものの認定されなかった外国人や難民等の認定を取り消さ

れた外国人は、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。

（２）審査請求ができる期間

審査請求期間は、難民等の認定をしない旨の通知又は難民等の認定を取り消した

旨の通知を受けた日から７日以内となっています。ただし、天災その他やむを得な

い理由があるときは、７日経過後であっても審査請求をすることができます。

（３）審査請求の窓口

審査請求は、難民等認定申請の場合と同様、審査請求人の住居地等を管轄する地

方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。

なお、代理人による審査請求が認められるほか、必要書類を郵送して審査請求を

することもできます。地方出入国在留管理局・支局における審査請求窓口について

は、本案内の最終ページを参照してください。

（４）審査請求に必要な書類

次の書類を提出してください。

① 審査請求書（窓口に備え付けてあります。） １通

② 審査請求の理由を立証する資料（陳述書でも差し支えありません。） １通

２ 難民審査参与員

難民審査参与員は、人格が高潔であって、審査請求に関し公正な判断をすることが

でき、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されてい

ます。また、難民審査参与員を「審理員」とみなして行政不服審査法が適用され、難

民審査参与員は審理を主宰し法務大臣に意見を述べることとなっています。なお、法

務大臣は、審査請求の裁決に当たっては、難民審査参与員の意見を聴かなければなら

ないこととされています。

３ 法務大臣の裁決

法務大臣が、審査請求には理由がある旨の裁決をし、難民又は補完的保護対象者と

認定された外国人には、それぞれ難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書が

交付されます。

難民等として認められた外国人が在留資格未取得外国人であるときは、一定の退去

強制事由に該当せず、かつ、一定の刑罰法令違反により懲役等に処されたことがない

ときなど、一定の要件を満たした場合には、定住者の在留資格が付与されます。

これにより、３月を超える在留期間となった外国人には在留カードが交付されます。
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第５ 難民旅行証明書

難民の認定を受けて在留している外国人が日本から出国しようとするときは、法務大

臣から難民旅行証明書の交付を受けることができます。

１ 申請窓口

難民旅行証明書の交付申請の窓口は、難民認定申請の窓口（第３の１の（２）参

照。）と同じです。申請は本人出頭が原則ですが、申請者が１６歳未満の場合や病気

その他の理由により自ら出頭することができない場合は、父母、配偶者、子又は親

族がその者に代わって申請を行うことができます。この場合において、代理申請者

は、旅券、在留カード等、出生証明書、住民票の写し等代理資格を疎明する資料を

提示してください。

２ 申請に必要な書類

（１）提出書類

ア 難民旅行証明書交付申請書（入管庁ホームページに掲載されているほか、窓

口でも配布しています。） １通

イ 写真（提出の日前６か月以内に撮影された４．５㎝×３．５㎝の無帽、正面

上半身のもので、裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。） ２葉

ウ 難民旅行証明書（既に交付を受けている場合）

エ 難民旅行証明書の交付を受けている者が同証明書を提出できない場合にあっ

ては、その理由を記載した書類 １通

オ 旅券又は在留資格証明書を提示できない者にあっては、その理由を記載した

書類 １通

（２）提示書類

ア 難民認定証明書

イ 中長期在留者にあっては、旅券（日本国政府の発行した難民旅行証明書を除

く。）及び在留カード

ウ 特別永住者にあっては、旅券及び特別永住者証明書

エ 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあっては、旅券又は在留資格証明書

（注）代理申請の場合であっても、申請者本人の在留カードや旅券などの提示が必

要になります。、代理人が在留カードや旅券などを預かっている間、代理人はこ

れらの写しを作成し、適宜、代理人の氏名及び代理人による手続中である旨を

記載の上、申請者にこれらの写しを携帯させるようにしてください。

３ 難民旅行証明書の有効期間

難民旅行証明書の有効期間は、難民旅行証明書の発行の日から５年です。有効期

間中は、原則として何度でも日本から出国し、日本に再入国することができます。

ただし、日本での在留期間の残りが５年未満の場合等で、難民旅行証明書の有効期

間とは別に「日本に入国できる期限」が定められているときは、その期限までに日
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本に再入国しなければなりません。日本に再入国できる期限は、難民旅行証明書の

３ページに記載されていますので、必ずこれを確認し、難民旅行証明書の有効期間

と混同することのないように注意してください。

４ 手数料

難民旅行証明書の交付を受ける際には、所要の額を納付しなければなりません。

また、外国で難民旅行証明書の有効期間の延長手続を行う場合にも、所要の手数料

をその国の通貨で納付しなければなりません。
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第６ 一時庇護のための上陸許可

一時庇護のための上陸許可は、船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由

その他これに準ずる理由により、難民に該当する可能性がある場合、又は船舶等に乗っ

ている外国人が補完的保護対象者に該当する可能性がある場合であって、その外国人を

一時的に上陸させることが相当であると思料するときに、入国審査官が許可するもので、

これは、「国が取り急ぎ保護する（領土的庇護）」ための緊急措置として与えられるもの

です。

１ 申請

（１）対象者

船舶又は航空機に乗っている外国人

（２）申請方法

到着した空海港に所在する出入国在留管理官署において、申請者本人が自ら申請

してください。ただし、申請者が１６歳未満である場合や病気その他の理由により

自ら申請できない場合は、申請者に同行する父母、配偶者、子又は親族その他の同

行者等が代わって申請を行うことができます。

２ 申請に必要な書類

（１）提出書類

ア 外国人入国記録（通常Ｅ／Ｄカードと呼ばれています。航空機内で配布される

場合もありますが、空港の場合であれば、航空会社のカウンターや入国審査ブー

スで入手することができます。） １通

イ 申告書（身分事項や申請の理由等を記載するもので、空海港に所在する出入国

在留管理官署で配布しています。） １通

ウ 写真（所持している場合） ２葉

エ 庇護を求める理由があることを証明する資料（所持している場合） １通

（２）提示書類

ア 旅券等の渡航文書（所持している場合）

イ 身分を証明する文書（所持している場合）

３ 一時庇護許可書の交付

審査の結果、一時庇護のための上陸が許可された場合は、一時庇護許可書が交付さ

れます。同許可書には、上陸期間、住居及び行動範囲等の上陸のための条件が記載さ

れます。
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（難民認定申請及び補完的保護対象者認定申請の窓口）

札幌出入国在留管理局 審 査 部 門

仙台出入国在留管理局 審 査 第 一 部 門

東京出入国在留管理局 難民調査第一部門

成田空港支局 審 査 管 理 部 門

羽田空港支局 審 査 管 理 部 門

横 浜 支 局 就労・永住審査部門

名古屋出入国在留管理局 難 民 調 査 部 門

中部空港支局 審 査 管 理 部 門

大阪出入国在留管理局 永 住 審 査 部 門

関西空港支局 審 査 管 理 部 門

神 戸 支 局 審 査 部 門

広島出入国在留管理局 就労・永住審査部門

高松出入国在留管理局 審 査 部 門

福岡出入国在留管理局 審 査 管 理 部 門

那 覇 支 局 審 査 部 門

（審査請求の窓口）

札幌出入国在留管理局 審 査 部 門

仙台出入国在留管理局 審 査 第 二 部 門

東京出入国在留管理局 難 民 審 判 部 門

成田空港支局 第 二 審 判 部 門

羽田空港支局 審 判 部 門

横 浜 支 局 審 判 部 門

名古屋出入国在留管理局 難 民 審 判 部 門

中部空港支局 審 査 管 理 部 門

大阪出入国在留管理局 審 判 部 門

関西空港支局 審 判 部 門

神 戸 支 局 審 査 部 門

広島出入国在留管理局 審 判 部 門

高松出入国在留管理局 審 査 部 門

福岡出入国在留管理局 審 判 部 門

那 覇 支 局 審 査 部 門


